
手続きフロー

那珂市で土木工事等を計画した場合

※青：那珂市の対応

※黄：事業者の手続き

指示に従って工事着手可能

※発掘調査の場合には、別途ご案内します。

「埋蔵文化財包蔵地照会　受付票」の提出

包蔵地内 包蔵地外

工事着手可能

（申請は必要なし）

現地踏査

必要に応じて試掘確認調査を実施

文化財保護法第９３条の提出

茨城県文化課へ９３条の提出（進達）

県文化課からの指示

（発掘調査/確認調査/現地立会/慎重工事）

事業者への伝達

試掘確認調査が必要になった場合、

別途書類を提出していただく必要が

あります。

その際、改めてご案内いたします。

提出書類

①様式第２号・別記 ②公図

③工事予定位置図 ④付近図

⑤計画図 ⑥平面図 ⑦断面図

※工事着工予定日の９０日前までに当館

へ提出してください。

※工法などの確認をすることがあります

ので、予めご了承ください。

※工法によっては（工事計画の変更や発

掘調査が必要になった場合など）予定日

に着工できないこともあります。


